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地域主権時代の
基礎自治体のあり方について

―大都市の部分最適から国全体の最適へ―

１． �「大阪都」 「中京都」 「新潟州 （都）」 など、 大都市に生じる基

礎自治体と広域自治体間の二重行政を解消するために、 「都制

度」 を適用しようとする動きが活発化している。

２． ��大都市における二重行政を解消すべきとする問題意識は正しい

が、 その解決策を現行の東京都区制度に求めるだけでは、 問

題の置き換えにとどまる可能性がある。

３． �東京都区制度にも様々な課題が指摘されており、 ポスト政令市

として構想される大都市制度は、 同時に 「東京問題」 の克服に

も寄与するものでなければならない。

４． �大都市のあり方は重要ではあるが、 新しい国のかたちを構想す

る上では部分最適に過ぎない。 全体最適に向けた 「地域主権

型道州制」 のもとでの基礎自治体の類型を提示する。
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はじめに

　2011 年統一地方選に向けて、地方自治体からこれま

で見られなかった政策論争が巻き起こっている。発端

となったのは、大阪府の橋下徹知事が提唱する「大阪

都構想」である。また、愛知トリプル選でも、「中京都

構想」を掲げた大村秀章氏が知事に当選した。

　さらに、愛知と前後して、新潟市の篠田昭市長が新

潟県の泉田裕彦知事とともに「新潟州（都）構想」の

検討に着手することを発表。大阪・愛知にとどまらず、

大都市制度のあり方をめぐる論議が全国に広まる情勢

となっている。

　そこで本稿では、いわゆる「都構想」の問題意識と

課題を整理したうえで、ポスト政令指定都市制度と位

置づけられる大都市制度をはじめ、望ましい基礎自治

体のあり方について考察する。

「大阪都」 や 「中京都」 が目指すこと

　まず、「大阪都構想」と「中京都構想」そして「新潟

州（都）構想」について、その概要と問題意識につい

てみてみる。

　大阪都構想は、大阪府の橋下徹知事が 2010 年に提

唱をはじめた。その内容は以下に示すとおり、府市統

合による大都市行政の一元化を図ろうとするものであ

る。もっとも、現時点の大阪維新の会のマニフェスト

には、具体的な区の再編案や都と区の役割分担などの

詳細は明記されておらず、「東京都の特別区は大阪市の

区に比べ、はるかに権限・財源がある」とした上で「大

阪都の特別区は、東京都の特別区よりさらに権限・財

源がある（中核市なみ）」という概念上の整理にとどめ

ている。

【大阪都構想（「ONE大阪」）のポイント】

・  大阪府と大阪市を統合し、指揮官を一人にする。

・  大阪市24区を 8区、堺市7区を3区に再編。周辺9

市も区とし、大阪都20区を新たに設置する。

・  公選の区長および区議会議員を置き、予算編成や条

例制定にあたる。

・  市町村税のうち固定資産税・法人税の一部を都の財

源にし、区間の税収格差は客観的なルールで財政調

整する。

・  産業政策、水道、消防、ゴミ処理、港湾、公営交通、

国民健康保険、介護保険、生活保護等は都が一元的

に担い、区は現行中核市なみの住民サービスを担当

する。

（「大阪維新の会」資料等から抜粋）1

　これに対して、2011 年 2 月 6 日に愛知県知事に当

選した大村秀章氏がマニフェストで提示した「中京都

構想」の概要は以下のとおりである。

【中京都構想のポイント】

・  愛知県、名古屋市を合体して「中京都」を創設し、

都市のエリアを愛知県全体に広げる。

・  道州制を見据え、県・市の政策・企画立案部門を合体・

一本化して強力な司令塔をつくる。

・  県立大学、市立大学を統合し、相乗効果でスーパー

大学へ飛躍。

・  中京都内で水道事業を統合。合理化・効率化によっ

て水道料金の値下げを実施。

・  重複行政を徹底的に排除し、合理化による経費節減

を減税財源等に充てる。

（「日本一愛知の会」資料から抜粋）2

　こちらも、構想の詳細までは明らかにされてはおら

ず、共通公約として掲げた名古屋市の河村たかし市長

とともに、両首長が共同本部長を務める「中京独立戦

略本部」を設置して迅速に検討を進めるとしている。

１． 「大阪維新の会」 マニフェスト参照　http://oneosaka.jp/pdf/manifest.pdf#zoom=75

２． 「日本一愛知の会」 マニフェスト参照　http://www.ohmura.ne.jp/atj_manifest.pdf
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　いずれの構想も基礎自治体である大阪市・名古屋市

と広域自治体である大阪府・愛知県の間に重複行政が

生じ、行政効率や住民自治の観点から是正が必要であ

るとの問題意識に立つものだ。この問題意識自体は、

大都市行政に責任を負う自治体の長としては極めて正

しい問いかけといえる。

　また、2011 年 1 月 25 日には、新潟市の篠田昭市長

と新潟県の泉田裕彦知事が共同で「新潟州（都）」の検

討に着手することを発表した。「県と政令市の合併によ

る自治の拡大を目指す」と題された構想の骨子は以下

の通りである。

【新潟州（都）構想のポイント】

・ 県と政令市の二重行政を廃し、行政の効率化を図る。

・ 政令市が有する高度な行政機能を全県に波及させる。

・  地域の課題は住民に身近なところで解決できるよう、

基礎自治体の自治権の強化を図る。

・  東京都との特別区の関係を参考に、特別区への更な

る権限の拡大を含めて検討する。

・  権限の配分など統治のあり方は、地方自治法の抜本

改正により条例で定められるよう、国の関与の廃止

を求める。

（記者発表資料から抜粋）3

　新潟の場合も、府県と政令市に生じている二重行政

を問題視している点は大阪・愛知と同様であるが、同

時に基礎自治体の強化を打ち出している点が特徴的で

ある。

　現行の都道府県・市町村制度のもとでは、両者には

一定の役割分担がある。しかし、「府県と同格」とされ

る政令指定都市においては、かえってその垣根が曖昧

になり、施設の重複建設や事業主体の乱立などの二重

行政が生じている。そもそも政令指定都市制度は、府

県から完全に独立する特別市制度の導入が頓挫し、そ

の代替案として設けられたものだ。不完全な制度に対

する問題提起が、ここに来て相次いだとみることがで

きる。

　さて、大阪、愛知、新潟の 3 つの構想は、いずれも

府県と政令市の重複行政解消を東京都区制度に求めて

いる点で共通している。はたして、東京都区制度は問

題解決に資するのであろうか。

東京都区制度が抱える課題

　現在の「東京都区制度」が敷かれたのは 1943（昭

和 18）年のことである。一般府県・一般市町村であっ

た東京府と東京市が合体して東京都となり、その内部

機関として特別区が置かれた。首都行政を一元化する

戦時体制として導入されたと説明されることが多い。

　都は広域自治体であると同時に、基礎自治体の権能

の一部も有する複合自治体とされた。これは自治の観

点から見れば、基礎自治体の役割を制約することにほ

かならない。したがって、戦後の都区制度改革の沿革

をみると、区長公選をはじめとした、特別区の自治権

拡充がたびたび論議されている。

　数次の改革をへて、2000 年の地方自治法改正によ

り、特別区ははじめて「基礎的自治体」と位置づけられ、

清掃事業が移管されるなどした。しかし、地方自治法

では一般の市町村が普通地方公共団体とされるのに対

して、特別区は事務組合や財産区と同じ特別地方公共

団体のままである。

　これらの変遷をふまえて、現在の都区制度の概要

は以下のように整理できる。また、特別区側からは、

2000 年改革で残された課題として 5 点が問題提起さ

れているので、あわせて記す。

【特別区の事務の特徴】

・  特別区の区域で、市町村が処理する事務のうち、大

都市の一体性・統一性の観点から処理する必要のあ

３． 新潟県知事 ・ 新潟市長共同会見資料　http://www.city.niigata.jp/info/koho/kaiken/h22/110125.pdf
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る事務（上下水道、消防等）は都が処理する。

【特別区の財政の特徴】

・  上記に応ずる財源として、市町村税のうち、固定資

産税、市町村民税法人分、特別土地保有税、事業所税、

都市計画税は都税とする。

・  都と特別区、特別区相互の財源の均衡化のため、固

定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税の一

定割合（現在は55％）を特別区財政調整交付金とし

て、都から特別区に配分する。

（「都政のしくみ」から抜粋）4

【都区制度改革の残された５課題】

① 都区の役割分担をふまえた財源配分のあり方。

②  特別区の財源配分に反映されていない清掃関連事業

費の取扱い。

③ 小中学校改築需要急増への対応。

④  都市計画事業の実施状況に見合った都市計画税の配

分。

⑤ 大きな制度改正があった場合の財権配分変更。

（「未完の都区制度改革」から抜粋）5

　

　都区制度改革の根底には、「大都市の一体性・統一性

の確保」と「特別区の自主性・自律性の強化」という

二律背反する課題がある。歴史的には一体性が優越し

てきたが、近年重視される補完性・近接性の原理に照

らせば特別区の権能強化は当然の流れである。

　しかし、数次の改革をへてもなお、特別区は基礎自

治体として未だに不完全な存在にとどまっている。と

りわけ、都区財政調整制度によって固有の税源が制約

されていることが、都区の自立性を大きく損ねている。

　その打開策として、特別区が組織する特別区制度調

査会が 2007 年にまとめた報告では、「特別区制度の廃

止と一般制度としての基礎自治体連合の構築」を提唱

している。特別区自身が、都区制度そのものを否定的

に捉えているという事実は、他地域で都制度を構想す

る際に重く受け止める必要があろう。

　換言するなら、いわゆる「都構想」は政令指定都市

制度が抱える二重行政の課題を、東京都区制度が内包

する諸課題に置き換える結果しかもたらさない可能性

がある。

政令指定都市の増加と都市州

　筆者は、大阪や愛知で「都構想」が提起された背景

には、平成の大合併による政令指定都市の増加がある

と考えている。政令市人口の全国人口比をみると、制

度創設時の 1956 年には横浜・名古屋・京都・大阪・

神戸の 5 市 720 万人で総人口比は約 8％であった。そ

の後、政令市の数は 10 前後で推移したが、平成の大

合併時に合併特例法で移行要件が 70 万人に引き下げ

られたことによって、2010 年には 19 市 2635 万人に

達し総人口比は 20％を上回った。大都市の特例として

スタートした政令市制度は、いまや基礎自治体の一般

制度化したといってよい。

都市名 人口（万人） 移行年

札幌市   190 1972

仙台市   103 1989

さいたま市 122 2003

千葉市    96 1992

横浜市 368 1956

川崎市   142 1972

相模原市    71 2010

新潟市    81 2007

静岡市    72 2005

浜松市    81 2007

名古屋市   226 1956

京都市   146 1956

大阪市   267 1956

堺市    84 2006

神戸市   154 1956

岡山市    71 2009

広島市   117 1980

北九州市    98 1963

福岡市   146 1972

人口計 2,635    

４． 東京都ホームページ 「都政のしくみ」 参照　http://www.metro.tokyo.jp/PROFILE/shikumi.htm

５． 東京都中央区ホームページ参照　http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kuseizyoho/tokuseidokaikakunokaiketu/files/019691.pdf

全国 19 政令指定都市と移行年

（人口は 2010 年）
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　くわえて、人口や都市機能が稠密に集積した「都市

の中の都市」という政令市の位置づけにも変化が生じ

ている。2007 年に政令市に移行した新潟市は都市の

将来像として「田園型政令市」を掲げた。これは稠密

な集積を前提とした政令市の姿が変容したことを象徴

している。

　あるいは、同じく 2007 年に移行した浜松市では、「過

疎地域や限界集落を抱えた政令市の誕生」が話題となっ

た。このように、元来政令市が持っていた「都市の中

の都市」という性格は希薄化を余儀なくされたのであ

る。

新たな大都市制度をめぐる動き

　政令市の増加は、制度創設時の 5 大市（横浜・名古屋・

京都・大阪・神戸）などを中心に「ポスト政令市」に

ついての問題意識を促すことになった。それが顕在化

したのが、2008年の横浜・名古屋・大阪の3市による「大

都市制度構想研究会（ビッグ 3 研究会）」の設置である。

　同研究会は、「大都市には国全体の発展を牽引する成

長拠点の役割を果たす必要がある」との認識から、高

い集積を有する大都市に生じる都市的な課題を解決す

るために「政令市制度に代わる新たな大都市制度を早

期に創設する必要がある」と考えた。

　2009 年にまとめた提言では、「道州制下の大都市制

度として、一般道州から独立し市と州の機能を併せ持

つ『都市州』制度を創設し、横浜・大阪・名古屋の 3
市に適用すべき」とした。6 同時に、都市州の課題と

して「大都市の税収が全国に行き渡る仕組み」や「住

民自治機能の一層の強化」をあげている。

　3 市はこの提言をもとに全国政令指定都市市長会に

働きかけ、2010 年に「新たな大都市制度の創設に関

する指定都市の提案」として「特別自治市（仮称）」を

提唱するに至っている。7 しかし、都市州を明記した

ビッグ 3 提言とは異なり、特別自治市と広域自治体や

周辺自治体との関係は、地域特性や実情に応じ多様な

形に、と表現するにとどめている。

　ポスト政令市をめぐっては、「多様な形」こそが論

議のキーワードになるものと考えられる。それがいか

なるバリエーションを持つかについて、名古屋市が独

自に検討した「道州制を見据えた『新たな大都市制度』

に関する調査研究」（2010 年）が示唆的である。8 こ
こでは、大都市の将来像の多様な形として 4 パターン

が示されている。

　第 1 は、「スーパー指定都市」である。これは現行の

政令指定都市制度を維持しつつ、権限や税源などの「大

都市特例」を強化するというものである。フランスの

マルセイユ、リヨンなどが例示されている。

　第 2 は、「新特別市」である。戦後、5 大市を府県か

ら独立させる特別市が構想されたが実現せず、代替案

として政令指定都市が生まれた経緯がある。これをふ

まえ、独立性の高い本来の特別市を法定するというも

のである。ただし、ここでの特別市は道州の区域に包

含されるとしており、ドイツのミュンヘン、ケルンな

どが例示されている。

　第 3 が、「広域調整大都市」である。新特別市の権能

に加えて、大都市の影響が及ぶ都市圏に対する広域調

整機能を併せ持つ大都市とされている。報告書では「グ

ランド名古屋」と称しており、イギリスのバーミンガム、

リバプールなどが例示されている。

　第 4 が、「都市州」である。これは文字どおり道州か

ら独立した都市州を意味する。報告書では旧尾張国を

区域とした「尾張名古屋州」とネーミングされており、

韓国の広域市やドイツのハンブルク都市州などが例示

されている。

大都市のあり方と道州制

　これまでみたとおり、大都市における二重行政を解

消しようとする際には、二つのアプローチがある。東

６． 横浜市ホームページ参照　http://www.city.yokohama.jp/me/keiei/daitoshi/bunken/3shikenkyu/top.html

７． 指定都市市長会ホームページ参照　http://www.siteitosi.jp/necessity/city/background.html

８． 名古屋市ホームページ参照　http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/52-13-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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京都区制度や大阪都構想のように、広域自治体が基礎

自治体を取り込む方向性と、ビッグ 3 研究会提言のよ

うに基礎自治体が広域自治体の業務までカバーする方

向性である。

　前者の場合には、広域自治体が将来にわたって現行

の都道府県のままなのか、道州のようなより広域的な

主体となるかは議論の行方を大きく左右する。特に都

構想を推進する際には、道州制が導入された後も、都

が広域自治体であり続けるのかどうかを検討する必要

がある。

　いっぽう、後者のように大都市が道州から独立した

場合、道州との関係はどのように考えるべきであろう

か。ある道州の中枢都市が大都市州を選択したとしよ

う。大都市州は道州から独立する故に、道州の政治行

政からは分離した存在となる。したがって、道州の政

治行政の中枢である州都を道州の区域外である大都市

州の中に置くべきではないと考えるのが筋であろう。

「大都市州かつ道州の州都に」という発想には矛盾があ

るのである。

政令市も東京都制も改める必要

　政令指定都市における二重行政の解消が求められる

ことは疑いがない。しかし、その問題解決にあたっては、

以下の二点も同時に考慮されるべきである。

　一つは、政令指定都市制度の改革とともに、東京都

区制度の抜本的な改革も同時並行すべきという点であ

る。その際には、地域主権という理念を支える基礎自

治体中心主義に立脚する必要がある。

　いま一つは、大都市のあり方は重要なテーマではあ

るが、わが国全体の「国のかたち」を考えた時に、そ

れらは部分最適でしかない。全体最適としての「新し

い国のかたち」を描いた上で、大都市の役割と制度的

位置づけを明らかにすべきである。税収や成長力に恵

まれた大都市が個別に描く部分最適が、わが国の全体

最適になるとは限らないからである。

　弊社は、創設者である松下幸之助が提唱した「廃県

置州」を受けて、新しい国のかたちとして「地域主権

型道州制」を構想してきた。明治以来の中央集権を廃し、

10 程度の地域ブロックに再編した道州に、国の内政に

関する権限・財源・人間を移管して、各州が地域経営

にあたることがその骨格である。9

　その際、広域自治体である道州と道州内の基礎自治

体の関係をどう描くかは、基本的にはそれぞれの道州

での検討に委ねられることになる。しかし、地域主権

という理念に立脚するなら、道州制においても行政サー

ビスの過半は基礎自治体が担う「基礎自治体中心主義」

が採られるべきである。

　その際、「基礎自治体のかたち」をどのように描くか

には、いくつかの考え方があり得よう。規模のメリッ

トを生かして行政効率を上げようとすれば、基礎自治

体も更なる再編が必要ということになる。しかし、日

本列島の多様な地理的社会的条件のもとでの規模拡大

には限界があり、基礎自治体間の水平的な連携や道州

による補完などの手法が必要な場合も想定される。

　現実的には、これら両者が混在することになるであ

ろうと考えられる。そこで、地域主権型道州制におけ

る基礎自治体のあり方について、私案として 5 つの類

型化を試みる。10 本稿で論じた大都市制度は、こうし

た全体像の中で描かれるべきテーマであると考えるか

らである。

基礎自治体の5つの類型

　①特別州型（道州から独立する）

　②特別市型（自立性特に高いが道州に属する）

　③中核都市型（自立性高い標準型）

　④連携都市型（水平連携で自立性確保）

　⑤補完都市型（道州の補完で自立性確保）

９． ＰＨＰ総研ホームページ参照　http://research.php.co.jp/devolution/

１０． �本私案は、 九州市長会の 「九州府」 構想推進研究委員会が 2009 ～ 2010 年度に行なった 「九州府実現計画」 の検討に、 筆者がオ

ブザーバー参加した際の着想をもとにしている。
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　第 1 は、「特別州型」である。これは文字通り道州か

ら独立した都市州を意味する。本稿ですでにみたよう

に、大都市行政を自己完結させようとした場合に、基

礎自治体が広域自治体を兼ねるべきとの主張には一定

の妥当性がある。

　しかし、基礎自治体と広域自治体を垂直的に統合し

た場合に、広域自治体間の水平的な分断を引き起こす

ようでは意味がない。道州は行政単位であると同時に

経済圏域でもある。経済圏としての一体性を疎外する

行政単位の設定は避けることが賢明であろう。

　こうした問題意識から、特別州型の適用は特例的に

限定することが望ましいと考える。その対象は、首都

であり税源が集中する東京となろう。なお、東京の範

囲については、現行東京都よりは狭い範囲とすべきで

あり、現在の 23 特別区域ないしはさらに絞った都心

数区を特別州とすることが妥当と考えられる。その具

体像については機会を改めて精査したい。

　第 2 の類型は、「特別市型」である。これは現行政令

指定都市制度をさらに充実させ、極めて高い自己完結

度を有するものとする。しかし、かつて検討された特

別市が府県から独立するとされたのとは異なり、あく

までも道州に属することとし、広域的な行政課題につ

いては両者で適切な役割分担を講じるものとする。

　また、規模は大きくとも基礎自治体であることから、

住民自治や区長公選など自らの条例にもとづいた適切

な都市内分権の仕組みが構築される必要がある。現行

政令市の多くは、この類型に移行することが妥当と考

えられる。

　第 3 は、「中核都市型」であり、地域主権型道州制に

おける基礎自治体の標準型と位置づける。自己完結度

は現行政令市なみに高く、基礎自治体中心主義で行政

サービスを提供する主役となる。現行の中核市・特例

市や県庁所在市等から移行する。

　第 4 は、「連携都市型」である。これは、基礎自治

体間の水平連携により自己完結度を満たす類型である。

具体的には圏域の基礎自治体間で広域連合を設置する

ことで、中核都市型と同等に現行政令市なみの行政能

力を確保する。

　第 5 が、「補完都市型」である。離島や山間地では、

基礎自治体の行政能力を充実させることには限界があ

り、道州が適切に補完することにより自己完結度を補

う類型である。具体的には、圏域の基礎自治体に道州

の出先機関が加わった広域連合を設置することにより

行政能力を確保する。

　ここでいう道州の出先機関とは、現在の府県の本庁

ではなく府県が設置していた出先機関ないしは地域機

関を活用することを念頭においている。これによって、

府県職員に対して、道州職員に転換するか、より基礎

自治体に近いところで働くかという選択肢を提供する

ことが可能となる。

　なお、以上述べた 5 つの類型とも、基礎自治体の名

称としては共通して「市」を用いることが望ましいと

考える。地域特性に応じた類型を採用することで、基

礎自治体中心主義に相応しい「都市的水準の行政サー

ビス」をいずれの場合にも享受できるようにすること

が目的だからである。

おわりに

　「大阪都」「中京都」「新潟州（都）」をめぐる論議は、

今後いっそうかまびすしさを増し、他地域にも飛び火

をしていくものと思われる。本稿では、それらに共通

する課題を指摘するとともに、新しい国のかたちとし

ての「地域主権型道州制」の構想と、そのもとでの大

都市のあり方をはじめとした基礎自治体の類型につい

て私案を提示した。

　民主党政権が進める地域主権改革は、改革の推進力

を地域の自主性に委ね、「泉が湧き上がるような」改革

を志向してきた。それに呼応するように、都構想以外
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にも、国の出先機関移管の際の受け皿づくりなどで地

域独自の構想が各地で動き始めた。そろそろ部分最適

にとどまらない全体最適を問い直すという意味で、新

しい国のかたちの全体像について、国政レベルでの論

議を活発化させる必要がある。

ｃ○PHP Institute, Inc. 2011
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